
町税だより
９月は　固定資産税・国民健康保険税
　　　　介護保険料（普通徴収分）　第３期分の納付月

『納付期限は９月３０日です』

納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
で
！

　

納
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座
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と
、
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納
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。

　

口
座
引
き
落
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付
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が
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業
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町
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口
座
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ま
す
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で
、
お
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軽
に
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　本町では、行政相談委員が国の仕事ついて疑問や要望
など、自宅や電話で相談に応じます。
　本町担当の行政相談委員が、行政相談所を開設します
ので、お気軽にご相談ください。相談は無料、秘密は守
られます。

○ 平成 18年 10 月 16 日（月）
　　　　　　　　      午前 10 時～午後 3時

　長島町開発総合センター　２階　教育相談室

　　　　　相談委員　諏訪　勝江氏
　　　　　　　　　　　　　　　
　指江庁舎　小会議室
　　　　
　　　　　相談委員　瀬戸口道夫氏

 行政の悩みごと
行政相談委員に相談してみませんか

行政相談週間 10月 16日（月）～ 22日（日）

　長島町では、燃えるごみの減量化を推進するため、家
庭用生ごみ処理機の設置者に補助金を交付します。

○補助制度の内容
　各家庭に電気式生ごみ処理機１基、ごみコンポスト２
基までについて、購入金額の半額を補助します。ただし、
補助金の上限は、電気式生ごみ処理機が 25,000 円、ご
みコンポストは 2,500 円です。

　例　電気式生ごみ処理機（100 円未満は切り捨て）
　　　購入価格 54,600 円の場合、補助金額 25,000 円
　　　購入価格 47,250 円の場合、補助金額 23,600 円

　例　ごみコンポスト（100 円未満は切り捨て）
　　　購入価格 3,000 円の場合、1,500 円

○補助対象者
　町内に居住し、生ごみ処理機が設置できる方
○申請方法
　印鑑、領収書、保証書、購入製品のパンフレット、補
助金振込先口座が確認できるもの（通帳等）を持参し、
役場保健衛生課か総合管理課までお越しください。

生ごみ処理機の補助制度

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
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護
委
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け
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助
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・
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介
等
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と
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図
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。

　

本
町
で
も
、
特
設
人
権
相
談
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を
開
設
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　○平成 18年 10 月 16 日（月）　午前 10時～午後 3時
　　長島町開発総合センター　１階　老人室
　　相談にあたる人権擁護委員
　　　餅原美榮子氏　　浦底　和男氏
　　　法務局職員
　○平成 18年 10 月 17 日 ( 火）　午前 10時～午後 3時
　　長島町保健センター
　　相談にあたる人権擁護委員
　　　大堂　英之氏　　町口　昭弘氏
　　　山本　定満氏　　法務局職員

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

Town_Nagashima  Public  Relations11


